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平成２０年２月１９日発行

人　口　８，３２２人
　男　　４，１４７人
　女　　４，１７５人
世帯数　２，８６６世帯
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主 な 内 容
行方　正氏が交通栄誉章緑十字銀賞を受賞…２P
第₅₇回社会を明るくする運動
　作文・標語コンテスト表彰…………………３P
消防本部警防課・味庄分遣所からのお願い…４P
防災行政無線（戸別受信機）電池交換
　及び接続コードの確認をお願いします……５P
後期高齢者医療制度がはじまります…………５P

元気な声で福を招く !!
２月１日に長柄保育所・三島野保育所で節分の行事が行われました。
園児は大きな声で元気に豆をまき、邪気を払い今年１年の福を呼び込みました。

元気な声で福を招く !!
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　元長南町立長南中学校校長で元長柄町議会議員でありました故若菜秀胤氏が、永年にわた
る学校教育並びに地方自治におけるご功績が認められ、正六位瑞宝双光章を受章されました。
　氏は、長南町立長南中学校のほか、長柄町立水上小学校、長南町立長南小学校で校長を歴
任されるなど39年６月の間、教育の振興にご尽力されました。　
　また、教職を退いた後、昭和62年から平成11年までの３期12年にわたり議会活動に専
念され、地方自治の振興に尽力されました。
　ここにご冥福をお祈り申し上げます。

故 若菜秀胤氏　正六位瑞宝双光章受章

経　歴
平成 2 年 2 月 　町交通安全協会　交通指導員
平成 2 年 4 月 　町交通安全協会　理事
平成 3 年10月 　茂原交通安全協会長委嘱　交通指導員
平成 5 年 3 月 　千葉県交通安全協会連合会長委嘱
　　　　　　　　交通指導員
平成11年 4 月 　町交通安全協会　副会長
平成11年 9 月 　茂原交通安全協会　理事
平成１2年10月 　町交通安全協会　会長
　　　　　　　 茂原交通安全協会　副会長（長柄支部長）
平成１6年 5 月 　茂原交通安全協会　会長に就任
平成１9年 5 月 　茂原交通安全協会　会長を退任
　　　　　　　 茂原交通安全協会　顧問　現在に至る

　行方氏は、平成２年２月から町交通安全協会交通指導員に就任して以来、多年にわたり地域における交通安
全活動にご尽力された功績が認められ、今回の表彰となりました。

　交通安全のために多年にわ
たりご尽力された方に贈られ
る『交通栄誉章緑十字銀賞』
に前茂原交通安全協会長の行
方正氏（刑部）と奥様の千佳
代さんが警察庁長官並びに全
日本交通安全協会長から表彰
され、去る１月 18 日に東京
都千代田区の日比谷公会堂で
開催された、第 48 回交通安
全国民運動中央大会の席上で
表彰状が贈呈されました。

警察庁長官・全日本交通安全協会長から表彰状
前 茂原交通安全協会長　行方　正氏が交通栄誉章緑十字銀賞を受賞

行方　正氏

　犯罪防止のために多大な功労があった
方々に贈られる『茂原警察署長表彰』の
表彰式が、去る１月 31 日に茂原警察署
で行われ、本町からは防犯指導員の奥田
節三氏（船木）と神崎好功氏（刑部）に
感謝状が贈呈されました。
　奥田氏は平成７年に町防犯指導員に委
嘱され、現在は町防犯組合副組合長とし
て、神崎氏は平成６年に町防犯指導員に
委嘱され、犯罪防止のため防犯指導員と
して、それぞれご活躍されております。

町防犯指導員　
　　奥田節三氏、神崎好功氏に茂原警察署長から感謝状

奥田節三氏、神崎好功氏
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恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者の皆様へ
　旧軍人等で恩給等を受けていない恩給欠格者、戦後、ソ連やモンゴルに強制抑留された者、終戦に伴い本邦以外の地域
から引揚げられてこられた者の「ご本人」に、慰藉の念を表すため、内閣総理大臣名の『特別慰労品』を贈呈しています。
　過去に内閣総理大臣名の書状等を受けた方、書状を受ける資格があったにもかかわらず、請求されていない方も対象です。
　請求書は、保健福祉課の窓口に置いてあります。
　請求期間　平成 19 年 4 月 1 日から　平成 21 年 3 月 31 日まで

問い合わせ先　独立行政法人平和祈念事業特別基金
☎ 0120-234-933（月～金 午前9時15分～午後5時15分、土日休）

　ホームページ　http://www.heiwa.go.jp

小学生

中学生

小学生

中学生

最優秀賞

優 秀 賞

最優秀賞
優 秀 賞

最優秀賞

優 秀 賞

最優秀賞

優 秀 賞
　

本 吉 美 咲
大 濱 香 奈
山 田 未 帆
二 口 美 沙

大和久雅也

柴 﨑 亮 汰

岡 田 優 衣

瀬 尾 友 梨

篠 田 衣 織

二 口 美 沙

長柄小
日吉小
水上小
長柄中
長柄中

水上小

長柄小

日吉小

長柄中

長柄中

５年
６年
６年
３年
２年

３年

６年

６年

３年

３年

勇気　
明るい社会をめざし
新しい橋
大事なこと
ニュースはすべて良いニュース

「やめようよ」言えるゆうきで
明るい社会
育てよう　だれにでもある
やさしい芽
心から　ありがとうって
言えますか
あいさつは　笑顔が広がる
魔法の言葉

あいさつは　心と心のかけ橋だ

区　　　　分

区　　　　分

氏　　 名

氏　　 名

学校名

学校名

学年

学年

題　　　　　　名

題　　　　　　名

【作文の部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

【標語の部】

　社会を明るくする運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれ
の立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
　次代を担う青少年に、日常の家庭生活、
学校生活の中で、非行問題等に関して日
ごろ考えていることや体験したことを通
して、本運動に対する理解を深めてもら
うことを目的としてこのコンテストが実
施されました。
　町内各小・中学生から作文 112 点、
標語 360 点の応募があり、「社会を明
るくする運動」長柄町実施委員会で審査
の結果、次の 9 名（1 名は両部門入賞）
の児童・生徒が入賞しました。

第57回“社会を明るくする運動”作文・標語コンテスト表彰第57回“社会を明るくする運動”作文・標語コンテスト表彰

●回収日時　3月8日（土）　午前9時〜11時
●集積場所　JA長生　日吉支所
●処理料金　１kg当り10円（現金）

  問い合わせ先　町農業用廃プラスチック対策協議会
　　　　　　　  （産業課内）☎ 35-4447

農業用廃プラスチック回収のお知らせ 町農業振興地域整備促進協議会
開催予定日・農振農用地除外等
変更願（申請）提出日について
　平成20年度は、町農業振興地域整備促進協議会を
年 2 回予定しております。
　申請を希望される方は、期限厳守で書類を提出し
てくださいますようお願いいたします。
　また、協議会及び願書（申請書）提出締切日は下
記のとおりです。

問い合わせ先　産業課　☎ 35-4447

※願書等については産業課に用意してありますので
お問い合わせください。

①塩ビ・ポリ等それぞれ区分して梱包してください。
②フッソ系、硬質フィルム、育苗箱、糸入塩化ビニール、

塩ビ管等については受付けできません。
③針金・ホッチキス針等の金属類、木片、ハウスバンド、

破れ補修テープ、ハトメ等は完全除去を心がけてくだ
さい。（付着した土砂は、ふるい落としてください。）

④極力水分は付着させないでください。
⑤張り替え後のビニールについては、日焼け、劣化防止

対策をしてください。

搬
入
上
の
注
意
点

１回目
２回目

願書提出締切日
4月25日㈮

10月24日㈮

協議会開催予定日
5月16日㈮

11月14日㈮



そこに住む人、働く人、
誰でも参加できます。

消防団員募集 !

地震から身を守るために！
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消防団とは？
　消防団は、全国のほとんど全ての市町村に設置されてい
る非常備消防機関です。
　長生郡市広域市町村圏組合消防団では 7 市町村に 9 つ
の支団が設置されており、長柄町は第 8 支団として 1 つ
の支団が置かれています。
消防団員とは？
　消防団員はそれぞれの生業を持ちながら、火災や水害な
どの災害発生時に、最も地域に密着した防災機関として、
住民の生命と財産を守っています。

　平常時においても、地域防災のリーダーとしての役割が
期待されています。
消防団員になりませんか？
　消防団員は常備消防の職員と同じく権限と責任を有する
地方公務員である一方、ボランティアとしての性格も併せ
持っています。
　現在、少子高齢化、若年層の考え方の変化に伴い、消防
団員が減少し、地域防災力の低下が心配されます。
　第 8 支団では随時団員を募集しています。あなたの力を
地域防災にお役立てください。

問い合わせ先　消防本部総務課　☎ 22-0119

地震から身を守るために！
　地震の場合、倒れてきた家具やガラスの飛散などで、避難の妨げや思わぬ怪我を負うことがあります。家の中での怪我の
防止と避難経路の確保のために、家の中をご家族でチェックしてみましょう！

《転倒・落下防止のためのチェックポイント！》
　・家具は転倒防止のために、固定されているか。
　・サイドボード、食器棚、窓等が飛散しないようになっているか。
　・本棚やタンスなどの上に危険なものを乗せていないか。
　・食器棚の中に収納されているガラス製品が飛び出さないようになっているか。

《家族でできる災害防止対策》
　・２段重ねになっている家具は、上下を金具で固定されていますか。
　・タンスなど大きな家具は、Ｌ型金具とモクネジで柱や壁に固定されていますか。
　・ガラスは飛散防止のフィルムが貼られていますか。
　・戸棚等の開き扉は、掛け金等で扉が開かないようになっていますか。

消防本部警防課・味庄分遣所からのお願い
 ○救急車は正しく利用しましょう！

　長生郡市消防本部で管轄する長生郡市（１市５町１村）
での人口は16万人を超えております。救急件数は年々
増加傾向にあり、平成18年中の救急出場件数は7,409
件の発生があり、この救急出場件数の約46％が軽症例
で、その中には救急車が必要とされない事例が含まれて
おります。
　実際に救急車の要請が同時期に発生しますと、緊急性を
必要とする傷病者等が後になってしまうケースもあります。
　皆さんは日頃から、家族等で救急車を少しでも有効的
に活用する方法などを話し合っておくことが非常に大事
だと思います。
　例えば緊急自動車がスムーズに到着できるように車両
の誘導や救急車の進入に支障となる違法駐車車両等の排
除の呼びかけなど、いろいろ出来ることがあります。
　皆さんの良識ある要請に、ご協力をお願いします。

 ○救急啓発活動実施に伴う協力について

　現在、消防本部では住民の皆様に救急業務への理解と協力と
いうことで、住民の方々を対象に簡単に出来る応急手当等の救
急実技指導を実施しております。
　これは、日本各地で発生している地震、またその一方で近いう
ちに発生が予想される東海地震等の震災時においての応急救護
に関しても大変役立つことであり、３年前から実施しております。
　自治会・婦人会・子ども会・生涯クラブなど、住民の皆様の
要望があれば指導いたしますので、是非一度経験をしてみては
いかがでしょうか！
　なお、実施を希望する場合はお手数ですが、
あらかじめ下記の要領でお申込みください。

記
１．実施日時
２．開催場所
３．責任者、住所、氏名、連絡先

問い合わせ先及び申し込み先　味庄分遣所　☎ 35-2441　消防本部警防課　☎ 20-0119

　消防団は火災や水害、震災など、いざと
いうときに最も身近な防災機関の一つです。
　自分たちの家族、そして地域住民の生命
と財産を守るため、あなたの力をお貸しく
ださい。
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　防災行政無線（戸別受信機）は、停電になりま

すと、受信機内の乾電池に電源が自動的に切り替

わるように作られております。非常時の受信に支

障がないようにする為、戸別受信機内の４本の単

２乾電池は、１年に１回必ず交換してください。

　電池の液漏れは故障の原因になります。各型式

における電池ボックスの位置は右図のとおりです。

防災行政無線（戸別受信機）

電池交換及び接続
コードの確認を!!

　新年度から新しい「特定健診」がスタートします。従来の住民基本健診は廃止

されます。「特定健診」は 40 歳〜 74 歳の方が加入する医療保険での受診とな

ります。健康を維持し豊かな生活を送るためにも必ず受診して頂けるようお願い

致します。

後期高齢者医療制度がはじまります後期高齢者医療制度がはじまります
　１９年１１月広報でもお知らせのとおり、本年４月から老人保健制度が廃止され、新たに後期高齢者医療制度が
開始されます。現在老人保健の対象の方は所属の国保や社保を離脱して新しい制度に加入しますが、医療費の自
己負担は１割若しくは３割（一定以上所得者）で変わりません。変更点は下記のとおりです。

問い合わせ先　住民課　☎ 35-2113

問い合わせ先　総務課　☎ 35-2111

防災行政無線（戸別受信機）

電池交換及び接続
コードの確認を!!

老人保健制度は長柄町が実施主体でした。後期高齢者医療制度は新しく設置された
「千葉県後期高齢者医療広域連合」が実施主体となりますが、保険料の徴収や様々な
申請手続き、健康診査（国保加入者が対象の人間ドック助成は受けられなくなります）
は業務分担や広域連合の委託を受けて今までどおり役場が担当します。

現在は保険証＋老人保健受給者証の２枚だったのが、１枚の保険証になります。
（３月末までにはお届けする予定です。）

後期高齢者医療は加入者全員が保険料を負担します。保険料は均等割（定額部分）
と所得割の合算で賦課されます。（低所得者は均等割が軽減されます）原則年金から
の特別徴収ですが年金額等の理由で普通徴収（納付書で納付）の場合もあります。
現在国保に加入していた方は国保税の負担がなくなります。

１１月配布の「ちば広域連合だより」（創刊号）、１月配布の同（２号）も併せて御覧ください

社保扶養者だった方は保険料
負担が２年間緩和されます。

実施主体が変わります

保険証が変わります

保険料も変更されます



おお 知知 らら せせ
飼い犬同伴条件　生後３ヵ月以上の犬で、

登録及び平成１９年度狂犬病予防注射
接種済みであること。飼い主が制御で
きないほど暴れたり、他の犬に噛み付
く犬不可。

申込・問い合わせ先
　長生保健所健康生活支援課
　☎ 22-5167

　ゴミ集積所の管理は、地域の自治会や
地区会で維持管理しています。
　不法投棄等されないように、集積所は
きれいに管理しましょう！
　また、ゴミを出す際には、各家庭に配
布されている「ゴミと資源の分け方・出
し方（ゴミカレンダー）」をよく見て正し
く分別し、業者が収集しやすいように、ゴ
ミ出しのマナーを守って頂けるようご協力
をお願いします。
問い合わせ先
　生活環境課  ☎ 35-2439　
　広域市町村圏組合環境衛生課
　☎ 23-4944

　毎年、国民の１００人に一人が交通事
故により死傷する厳しい状況が続いてお
り、一昨年来、飲酒運転による交通死亡
事故が大きな社会問題となっているよう
に、交通事故のない社会を求める国民の
声は依然大きいものであります。
　また、記録の残る昭和４３年以降、毎日、
交通死亡事故が発生しているという状況
が続いています。
　このような状況をふまえ、１月１１日に
内閣府交通対策本部において「交通事故
死ゼロを目指す日」の実施が決定されま
した。
　千葉県の交通事故発生状況をみます
と、死亡事故は年々減少傾向を示してい
るとはいえ昨年は２５４名もの尊い命が奪
われ、中でも特に高齢者や二輪車による
ものが多く、その原因はいずれも信号無
視や速度超過による、基本的なルール無

視やマナーの欠如によるものです。
　町民の皆さんは、この機会に交通安全
意識をもう一度見直し、交通弱者といわ
れる子どもや高齢者に思いやりのある運
転を心掛けましょう。
全国における交通事故状況（平成１９年）
　死者数　5,744 人
　発生件数　833,019 件
　負傷者数　1,034,514 人

犯罪被害者相談の窓口
　各種犯罪や交通事故でお困りの方のた
めに、相談窓口を開設しています。
相談サポートコーナー
　☎ 043-227-9110
　（プッシュ・携帯「♯ 9110」）
女性被害 110 番
　☎ 043-223-0110
少年センター（ヤングテレホン）
　 FREE 0120-783-497
女性相談所（電車内における痴漢など）
　 FREE 0120-048-224
暴力団相談
　☎ 043-254-8930
　犯罪の被害者やご家族の受けた心の傷
に対し、精神的な支援を行うため、「千葉
県警察犯罪被害カウンセラー・チーム（通
称アクト）」が活動しています。
　ひとりで悩まず、事件を担当した警察
官に「アクトの人をお願いします」と声
を掛けてください。
社団法人千葉県犯罪被害者支援センター

（略称は「千葉 CVS」）
　犯罪被害等に遭われた方やそのご家族
が、一日も早く平穏な生活を取り戻すた
めの支援を行う民間団体が活動していま
す。
　専門相談員による面接（カウンセリン
グ）、電話相談をはじめ、警察や裁判所
への付き添いといったサービスを行うな
ど、関係機関団体と連携し、被害に遭わ
れた方々が等しく充実した支援を受けるこ
とができる社会の実現を目指し活動して
います。
電話相談 ☎ 043-227-3010
受付時間 月〜金（祝日、年末年始を除く）

３月１日㈯から３月７日㈮までの７日間
　この運動は、火災が発生しやすい気候
となる時季を迎えるに当たり、火災予防
思想の一層の普及を図り、もって火災の
発生を防止し、高齢者等を中心とする死
者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐ
ことを目的とします。
１．家のまわりに燃えやすいものを置かな

い。
２．寝たばこやたばこの投げ捨てをしな

い。
３．てんぷらを揚げるときは、その場を

離れない。
４．風の強いときは、たき火をしない。
５．子供には、マッチやライターで遊ばせ

ない。
６．電気器具は正しく使い、たこ足配線は

しない。
７．ストーブには、燃えやすいものを近づ

けない。
統一標語

『火は見てる あなたが離れる その時を』

　保健所では、動物による被害・危害を
防止すると共に動物愛護精神の普及啓発
を図り、人と動物の調和のとれた社会づ
くり、環境づくりに寄与することを目的と
し、犬の正しい飼い方、しつけ方教室（実
技講座）を開催します。
日時　３月１日㈯
　　　午後１２時３０分～４時まで
場所　長生合同庁舎　駐車場
定員　約２０組（飼い犬同伴歓迎）
内容　犬の基本的なしつけ方について
　　　講師：㈶千葉県動物保護管理協会
　　　　　　派遣訓練士等
受講料　２，０００円（テキスト、傷害保険

料を含む）
申込方法　２月２６日㈫までに、長生保健

所健康生活支援課窓口又は電話にて申
し込んでください。

　※定員となり次第締切。

平成20年
春季全国火災予防運動

ゴミ集積所はきれいに
しましょう犯罪被害者支援に

関するご案内

「犬の正しい飼い方・
しつけ方教室（実技講

座）」の受講者募集

２月２０日、４月１０日は
「交通事故死ゼロを

目指す日」です
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おお 知知 らら せせ
☎ 043-231-2131
㏋ http://www.pref.chiba.lg.jp/

chiroui/kobetu/kobetu01

　経済的な理由で修学が困難な高校生
に、奨学資金をお貸しします。
対象
○第一種奨学資金：保護者が県内に在住

し、公立の高等学校などに在学する修
学意欲のある方

○第二種奨学資金：保護者が県内に在住
し、公立または私立の高等学校などに
在学する学業成績に優れている方

貸付月額　公立：１８，０００円
　　　　　私立：３０，０００円など
貸付要件
◦保護者の収入などに要件があります。

詳しくは在籍する学校へお問い合わせ
ください。

◦卒業後、定められた年数以内の月賦、
半年賦または年賦の均等払い方式（無
利子）

◦４月中旬～５月下旬
申込・問い合わせ先

在籍する学校または県教育庁財務施設課
☎ 043-223-4042
㏋ http://www.pref.chiba.lg.jp/

kyouiku/zigyou/syougakukin/
syougakukin

午前１０時〜午後４時
犯罪被害給付制度
　通り魔殺人等の故意の犯罪行為によ
り、不慮の死を遂げた被害者のご遺族ま
たは身体に障害などを負わされた被害者
に対して、社会の連帯共助の精神に基づ
き、国が犯罪被害者等給付金を支給し、
その精神的、経済的打撃の緩和を図ろう
とするものです。
問い合わせ先
　千葉県警察本部犯罪被害者対策室
　☎ 043-227-9131
　茂原警察署　☎ 22-0110

日時　3 月２２日㈯
　　　午後 1 時半開場／２時開始／４時

半終了
場所　千葉県教育会館大ホール
　　　（入場無料、手話通訳あり）
内容　新潟県加茂市長　小池清彦氏の

講演
　　　防衛庁（当時）に入庁後、防衛研

究所長、教育訓練局長を経て、新
潟県加茂市長となり、現在４期目

講演内容
１．憲法をくらしに生かす加茂市のと

りくみ
２．住民のくらしと権利を守る地方自

治とは？
３．「広域合併」「補助金交付制度」の

持つ意味
４．自衛隊の海外派遣や国民保護計画

は住民を守れるのか？
問い合わせ先　千葉県弁護士会
　☎ 043-227-8431
　℻ 043-225-4860

　県では、中央労働金庫と提携して、県
内の同一住所に１年以上居住し、同一の
中小企業で１年以上働いている方などを
対象に、生活資金の融資を行っています。
○中小企業労働者生活安定資金
◦対象　年間所得が１５０万円以上で世

帯の生計を維持している方

◦資金の使途　療養費、住宅補修費、
教育費、冠婚葬祭費など

◦融資限度額　１００万円
◦金利　年２．２％
　（ほかに保証料率０．８％）
◦返済期間　５年以内
○育児・介護休業者生活安定資金
◦対象　年間所得が１５０万円以上で、

現在育児・介護休業中の方
◦資金の使途　育児・介護休業による賃

金の減少により生活上必要とする資金
◦融資限度額
　休業期間３カ月以下の方：５０万円
　休業期間 3 カ月超の方：１００万円
◦金利　年１．９％
　（ほかに保証料率０．８％）
◦返済期間　５年以内
○離職者生活安定資金
◦対象「雇用保険法」の失業手当の受

給資格を有し、現在求職活動中で離職
後１８カ月以内の世帯の生計を維持し
ている方

◦資金の用途　日常的に必要とする生活
安定資金、療養費、住宅補修費、教
育費、冠婚葬祭費など

◦融資限度額　３０万円または２０万円
（併用可）

◦金利　年１．５％（ほかに保証料率０．
８％）

◦返済期間　３年以内
問い合わせ先
　県雇用労働課　☎ 043-223-2741

中央労働金庫　 FREE 0120-86-6956

　県労働委員会では、使用者と個々の
労働者の間で、雇用関係をめぐるトラブル

（解雇、賃金、配転、精神的苦痛など）
が生じたときに、解決のお手伝いをして
います。
　双方の主張をお聴きし、公正・中立な
立場で“あっせん”し、迅速に解決します。
費用は無料で、秘密は守られます。
※詳しくはホームページをご覧になるか、

お問い合わせください。
問い合わせ先

県労働委員会事務局

労働者福祉資金
融資制度

千葉県奨学生の募集

憲法と地方自治を
考える市民集会

個人でも労働委員会を
ご利用ください
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今月の納税の

お知らせ
◦固定資産税 第 4 期
納付期限は、2 月 29 日（金）です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申し込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いいたします。

納税
　町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保
険料の納付は、口座振替が便利です。
　この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替に
よって納税することができますので、手数が少なくて済み、大変便
利です。
　新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役
場税務課に「口座振替依頼書」を提出してください。
　「口座振替依頼書」は、役場税務課、長生農協の町内各支所、町内
のゆうちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。
　納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

納税 には
安心便利な

利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・東京スター銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・ゆうちょ銀行

納税
口 座
振 替 を

　「ちばの食育ホームページ」はこちらです。http://www.pref.chiba.lg.jp/syokuiku/

　

将
来
を
見
通
し
た
子
育
て
シ
リ
ー
ズ
今
月
は
“
忍
耐
力
”
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。

　

私
の
家
で
植
木
屋
さ
ん
を
頼
ん
だ
時
の
こ
と
で
す
。

　
「
こ
の
支
柱
は
も
う
取
っ
た
方
が
い
い
。
い
つ
ま
で
も
支
柱
を
つ

け
て
お
く
と
根
を
張
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
話
は
自
然
の
摂
理
に
従
う
植
物
の
こ
と
で
す
が
、
人
間
も

自
然
の
中
で
の
生
き
物
で
す
。

　

子
育
て
の
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　

隠
れ
て
い
る
部
分
を
少
し
考
え
て
み
ま
す
。

　

親
に
と
っ
て
、
子
ど
も
は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
子
ど
も
で
す
。

日
々
成
長
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
す
。

　

我
が
孫
の
保
育
園
で
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
役
を
依
頼
さ
れ
て
昨
年
、

一
昨
年
の
二
回
や
り
ま
し
た
。

　

一
昨
年
の
時
、
女
房
が
孫
を
迎
え
に
行
っ
て
車
に
乗
せ
る
が
早

い
が
「
バ
バ
、今
日
ね
本
物
の
サ
ン
タ
さ
ん
が
来
た
よ
！
」
と
言
っ

た
そ
う
で
す
。

　

昨
年
は
迎
え
に
行
っ
て
車
に
乗
っ
て
も
何
も
言
わ
な
い
の
で
女

房
の
方
か
ら
聞
い
た
ら
「
あ
れ
は
に
せ
も
の
だ
よ
！
、
本
物
の
サ

ン
タ
さ
ん
は
二
十
四
日
の
夜
く
る
ん
だ
よ
！
」
と
い
う
返
事
だ
っ

た
と
。

　
「
が
っ
か
り
や
ら
、
嬉
し
い
や
ら
で
す
ね
」
と
。

　

私
は
五
歳
か
ら
六
歳
に
な
っ
た
成
長
の
証
し
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

小
学
校
一
～
二
年
生
の
頃
は
先
生
が
何
か
ら
何
ま
で
面
倒
を
見

て
く
れ
る
。
親
に
と
っ
て
も
、
本
人
に
と
っ
て
も
良
い
先
生
で
す
。

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
三
年
生
に
な
っ
て
も
四
年
生
に
な
っ
て
も
手
取
り
足

取
り
面
倒
を
見
て
い
た
ら
、
そ
の
先
生
方
は
失
格
で
す
。

　

家
庭
に
お
い
て
も
親
離
れ
し
て
い
く
こ
と
は
寂
し
い
も
の
で
す

が
、
心
を
鬼
に
し
て
（
ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
？
）
成
長
を
促
す
べ
き

で
す
。

　

支
柱
を
一
本
一
本
は
ず
し
て
、
し
っ
か
り
根
を
張
ら
せ
、
粘
り

強
い
子
か
ら
忍
耐
力
の
あ
る
青
年
へ
育
て
、
社
会
の
荒
波
に
耐
え

ら
れ
る
大
人
へ
の
成
長
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

１
日
の
食
事
が
「
い
く
つ
」
に
な
る
の
か
塗
り
つ
ぶ
し
て

み
よ
う
。ど
の
グ
ル
ー
プ
が
過
不
足
な
の
か
診
断
で
き
ま
す
。

　

摂
り
過
ぎ
や
少
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
コ
マ
が
傾
き
ま

す
。
傾
い
た
時
は
次
の
日
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

◆
数
え
方
は
、
１
月
号
（
Ｈ
20
・
１
・
18
発
行
に
掲
載
）
を

参
考
に
お
願
い
し
ま
す
。

食
事
の
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
を
参
考
に

あ
な
た
の
食
生
活
を
チ
ェ
ッ
ク
！

食
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
⑮-

Ⅲ

毎
月
19
日
は
食
育
の
日

悪い例

＃2

＃7
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役　場
・

その他
公共施設
電話案内

総務課
企画財政課
税務課
住民課
建設課
生活環境課
産業課・農業委員会
　　　　　（介護・福祉）保健福祉課　　　　　（保健）
地域包括支援センター
教育委員会（学校教育課）
議会事務局

35−2111
35−2110
35−2112
35−2113
35−2114
35−2439
35−4447
35−2414
35−2486
30−6000
35−2437
35−2438

福祉センター（社会福祉協議会）
シルバー人材センター
給食センター
都市農村交流センター
公民館・生涯学習課
長柄保育所
三島野保育所
長生広域消防本部
味庄分遣所
長生広域水道部
環境衛生センター（ゴミ処理場）

30−7200

35−2003
35−0055
35−3242
35−3102
35−4310
24−0119
35−2441
23−9491
23−4944

｝

○
金
融
機
関
な
ど
の
行
き
帰
り
は
特
に

注
意
し
ま
し
ょ
う

〈
万
一
被
害
を
受
け
て
し
ま
っ
た
ら
…
〉

○
大
声
を
出
し
て
助
け
を
求
め
ま
し
ょ

う
○
犯
人
の
特
徴
、
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
の

ナ
ン
バ
ー
を
覚
え
、
す
ぐ
に
１
１
０

番
し
ま
し
ょ
う

狩
猟
用
の
弾
な
ど
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
か

～
盗
難
な
ど
に
遭
う
と
危
険
で
す
～

　

平
成
19
年
度
の
狩
猟
期
間
は
、
２
月

15
日
で
終
了
し
ま
し
た
。
使
わ
ず
に
残
っ

て
し
ま
っ
た
弾
や
火
薬
類
を
自
宅
な
ど

に
お
い
た
ま
ま
に
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

紛
失
し
た
り
、
盗
難
の
被
害
に
遭
い
犯

罪
に
使
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

〈
使
い
残
し
た
弾
や
火
薬
類
の
措
置
方

法
〉

○
射
撃
場
で
射
撃
練
習
を
し
て
消
費
し

ま
し
ょ
う
。

○
銃
砲
火
薬
店
な
ど
へ
譲
渡
し
ま
し
ょ

う
。

　
（
た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
法
の
定
め
に

よ
る「
譲
渡
の
許
可
」が
必
要
で
す
。）

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

○
茂
原
警
察
署
生
活
安
全
課

　

☎
２
２
︱
０
１
１
０

○
警
察
本
部
風
俗
保
安
課

　

☎
０
４
３
︱
２
２
７
︱
９
１
３
１

　

内
線
３
０
５
６

　

交
番
・
駐
在
所
や
パ
ト
カ
ー
な
ど
で

勤
務
し
て
い
る
「
地
域
警
察
官
」
は
、

皆
さ
ん
の
安
全
で
安
心
で
き
る
生
活
を

守
る
た
め
、
昼
夜
を
問
わ
ず
パ
ト
ロ
ー

ル
を
し
て
い
ま
す
。
不
審
な
人
物
や
車

を
見
か
け
た
場
合
は
、
そ
の
特
徴
や
ナ

ン
バ
ー
を
覚
え
て
、
迷
わ
ず
１
１
０
番

通
報
す
る
な
ど
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

〈
職
務
質
問
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
〉

　

昼
夜
街
頭
で
活
動
し
て
い
る
「
地
域

警
察
官
」
に
よ
る
職
務
質
問
は
、
皆
さ

ん
の
身
近
で
発
生
す
る
犯
罪
の
予
防
や

犯
人
逮
捕
に
つ
な
が
る
有
効
な
手
段
で

す
。
職
務
質
問
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

〈
ひ
っ
た
く
り
な
ど
の
被
害
に
注
意
！
〉

　

ひ
っ
た
く
り
、
車
上
ね
ら
い
、
自
動
車・

オ
ー
ト
バ
イ
・
自
転
車
の
盗
難
な
ど
の

犯
罪
は
皆
さ
ん
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
発

生
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪

の
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
、
十
分
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

〈
ひ
っ
た
く
り
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め

に
は
…
〉

○
明
る
く
人
通
り
の
多
い
道
を
選
び
ま

し
ょ
う

○
バ
ッ
グ
は
車
道
と
反
対
側
の
手
に
持

ち
ま
し
ょ
う

○
自
転
車
の
前
か
ご
に
は
カ
バ
ー
を
し

ま
し
ょ
う

パ
ト
ロ
ー
ル
・
職
務
質
問
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

猟
銃
用
残
火
薬
措
置
の
促

進
に
つ
い
て

渡
辺
み
の
る

伊
勢
海
老
に　

見
守
ら
る
る
や

　

大
家
族

女
系
図　

打
ち
揃
ひ
た
る　

小
正
月

女
子
寮
に　

声
は
な
や
ぎ
て

小
正
月

人
里
に　

目
覚
め
一
声　

冬
の
鵙

角
田　

揚
子

伊
勢
海
老
や　

愛
で
て
睨
み
て

舌
鼓

初
詣　

精
霊
宿
る　

樹
に
ふ
れ
て

嫁
が
君　

老
い
し
齢
の

手
を
取
り
て

山
び
こ
の　

学
舎
遠
く
に　

冬
の
鵙

清
田　

如
水

夕
空
を　

刃
物
の
色
に　

冬
の
鵙

初
笑
い　

嬰
が
誘
い
出
す　

大
笑
い

ふ
か
ぶ
か
と　

浴
身
沈
め　

寒
の
夜

老
い
と
は
言
わ
じ　

伊
勢
海
老
を

ぞ
ろ
り
食
う

一
月
の
句
会
よ
り

平
川
あ
ざ
み

伊
勢
海
老
の　

膳
に
す
わ
る
も

余
生
か
な

元
朝
や　

一
歩
ふ
み
出
す

老
い
の
杖

そ
れ
ぞ
れ
に　

余
生
も
ち
よ
る　

焚
火
の
輪

哀
歓
を　

包
み
流
し
つ　

冬
の
鵙

大
野　

史
恵

伊
勢
海
老
の　

長
寿
を
祝
い

膳
楽
し

氏
神
の　

清
ら
か
な
り
て　

注
連
飾

お
だ
や
か
な　

陽
を
一
ぱ
い
の

鍬
始

冬
の
鵙　

か
ん
髙
き
声　

枕
も
と

山
㟢　

清
風

伊
勢
海
老
や　

花
と
開
き
て

鍋
の
中

こ
れ
以
上　

散
る
な
小
庭
の　

寒
椿

着
ぶ
く
れ
て　

五
感
乏
し
く

な
り
に
け
り

銃
声
に　

冬
鵙
の
声　

遠
ざ
か
る
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長 生 郡 市 夜 間 急 病 診 療 所 案 内
  診療時間：午後 8 時から午後 11 時
  診療科目：内科・小児科  ☎24-1010　テレフォン案内  ☎24-1011

各 種 相 談 日 程
　【　町　】

　【　その他　】

心配ごと相談

人権相談

行政相談

健康栄養相談
交通事故巡回相談

子どもの虐待などの相談

3/ 3 ㈪、3/10㈪、3/21㈮　午前10時～午後 3 時
3/10㈪、3/21㈮　　　　　午前10時～午後 3 時

福祉センター
福祉センター

福祉センター

保健福祉課
福祉センター

保健福祉課

☎ 35-0260
☎ 35-0260

☎ 35-0260

☎ 35-2486
☎ 35-0260

☎ 35-2414

●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。
3/10㈪　　　　　　　　　午前10時～午後 3 時

2/28㈭　　　　　　　　　午後 1 時30分～午後 2 時
3/11㈫　　　　　　　　　午前10時～午後 3 時

※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。

児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関
するあらゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

　【長生健康福祉センター　：　茂原市茂原１１０２- １　長生合同庁舎内】※ 該当日が祝・日の場合は実施しません。

女性のための健康相談
不妊相談
未熟児健康相談

こころの健康相談

こどもの発達相談

ＤＶ相談

骨髄バンク登録受付

エイズ検査・相談

肝炎ウイルス検査
腸内細菌検査（検便）
水質検査

奇数月第 2 火曜日、偶数月第 3 水曜日（予約制）午後１時～午後 3 時
第 2 木曜日　　 　（予約制）午後１時～午後 3 時
奇数月第１木曜日（予約制）午後１時～午後 2 時
第 2・3 月曜日　 （予約制）午後 2 時～午後 3 時30分
第１火曜日　　　（予約制）午後 3 時～午後 4 時
第 4 火曜日　　　（予約制）午後１時～午後 4 時
毎週火曜日　　　（予約制）午前 9 時～午後 5 時
●配偶者やパートナーから受ける暴力に関する相談です。
第１・ 3 火曜日　（予約制）午後１時
第１・ 3 火曜日　　　　　　午後１時～午後 2 時
偶数月第 3 火曜日　　　　　午後 5 時30分～午後 7 時
第１・ 3 火曜日　　　　　　午後１時～午後 2 時
第１～ 4 火曜日　　　　　　午前 9 時～午前１１時
指定した水曜日　（予約制）午前 9 時～午前１１時

弁護士による無料
法律相談

予約日：3/14㈮　　相談日：3/21㈮
※予約日の当日、午前９時から電話でのみ予約の受付をします。

東上総県民センター（長生合同庁舎内）
県政情報課　　　　　  　☎ 25-7830

地域保健福祉課
地域保健福祉課
地域保健福祉課

地域保健福祉課

地域保健福祉課

地域保健福祉課

健康生活支援課

健康生活支援課

健康生活支援課
広域検査課
広域検査課

☎ 22-5914
☎ 22-5914
☎ 22-5167

☎ 22-5167

☎ 22-5167

☎ 22-5565

☎ 22-5167

☎ 22-5167

☎ 22-5167
☎ 22-5167
☎ 22-5167

日曜・休日当番表
　日曜・休日当番医は、変更となる場合がありますのでご了承ください。
　また、診療時間は午前 9 時（診療開始）から午後 5 時（診療終了）までです。
　※変更する場合もあります。 茂原市長生郡医師会　☎（24）3285

茂　原　地　区月 / 日 内　科　系 外　科　系

3/2

3/9

3/16

3/20

3/23

3/30

清 水 三 郎 医 院

大 木 医 院

イナリミヤクリニック

三 枝 医 院

茂 原 中 央 病 院

わだ内科クリニック

( 2 5 ) 0 7 7 6

( 2 3 ) 2 5 4 6

( 2 4 ) 8 9 8 7

( 2 5 ) 2 2 0 3

( 2 4 ) 1 1 9 1

( 2 0 ) 3 1 5 0

山 之 内 病 院

公 立 長 生 病 院

君 塚 病 院

鎗 田 整 形 外 科 医 院

本 納 整 形 外 科 内 科

菅 原 病 院

( 2 5 ) 1 1 3 1

( 3 4 ) 2 1 2 1

( 2 5 ) 1 8 1 1

( 2 4 ) 8 6 8 6

( 3 4 ) 5 0 9 1

( 2 5 ) 1 1 7 1

日曜・休日当番医について

育児・介護などの情報を無料で提
供します。

育児情報…保育所、家庭保育、ベ
ビーシッター、学童保
育等

介護情報…高齢者向け福祉サービ
ス、民間ホームヘル
パー、老人病院、老人
ホーム、介護用品等

家事代行情報…家政婦紹介等

●受付時間
　月～金曜日（祝日を除く）
　午前 9 時30 分～午後 4 時30 分
●問合せ先
　2020テレフォン千葉
　 （21世紀職業財団千葉事務所）
☎043（225）2020

2020 テレフォン千葉


